
規

約

規

約

規

約

規

約    

 

前

文

前

文

前

文

前

文

    
 
 
 

 

明

治

学

院

大

学

サ

イ

ク

リ

ン

グ

ク

ラ

ブ

は

、

会

活

動

を

通

じ

て

大

学

生

の

自

覚

と

良

識

の

も

と

に

強

健

な

体

を

作

り

、

ロ

ー

 
 

 
 

 

ド

マ

ン

シ

ッ

プ

、

ク

ラ

ブ

マ

ン

シ

ッ

プ

を

身

に

付

け

、

自

然

に

親

し

み

、

よ

り

完

全

な

学

生

、

社

会

人

と

な

る

こ

と

を

そ

の

目

的

と

す

る

。

 

 

第

一

章

第

一

章

第

一

章

第

一

章

[[ [[

総

則

総

則

総

則

総

則

]] ]]
    

第

一

条

第

一

条

第

一

条

第

一

条

    
 

本

会

は

、

明

治

学

院

大

学

サ

イ

ク

リ

ン

グ

ク

ラ

ブ

と

称

す

る

。

（

以

下

、

本

会

と

称

す

る

）

 

第

二

条

第

二

条

第

二

条

第

二

条

    
 

本

会

は

、

明

治

学

院

大

学

内

に

置

く

。

 

第

三

条

第

三

条

第

三

条

第

三

条

 
 

本

会

は

、

前

文

に

於

け

る

目

標

達

成

を

本

旨

と

す

る

。

 

第

四

条

第

四

条

第

四

条

第

四

条

    
 

本

会

は

、

明

治

学

院

大

学

生

に

よ

っ

て

構

成

さ

れ

、

運

営

さ

れ

る

。

 

第

五

条

第

五

条

第

五

条

第

五

条

 
 

本

会

は

、

自

転

車

競

技

部

門

と

自

転

車

旅

行

部

門

を

置

く

。

両

部

門

は

対

等

の

立

場

に

あ

り

、

会

員

は

ど

ち

ら

か

一

方

の

部

 
 

門

に

属

す

る

。

 

第

六

条

第

六

条

第

六

条

第

六

条

    
 

本

会

は

、

学

内

に

於

い

て

愛

好

会

に

属

し

、

学

外

に

お

い

て

は

、

自

転

車

競

技

部

門

は

日

本

学

生

自

転

車

競

技

連

盟

に

、

自

 
 

転

車

旅

行

部

門

は

東

日

本

学

生

サ

イ

ク

リ

ン

グ

連

盟

に

属

す

る

。

 

  
 
 

第

二

章

第

二

章

第

二

章

第

二

章

[[ [[

組

織

組

織

組

織

組

織

]] ]]
 

＝＝＝＝

第

一

節

第

一

節

第

一

節

第

一

節    

総

則

総

則

総

則

総

則

＝＝＝＝ 

第

七

条

第

七

条

第

七

条

第

七

条

 
 

 
 
 
 

本

会

に

は

、

役

員

会

・

総

会

を

置

く

。

 



＝＝＝＝

第

二

節

第

二

節

第

二

節

第

二

節    

役

員

会

役

員

会

役

員

会

役

員

会

＝＝＝＝ 

第

八

条

第

八

条

第

八

条

第

八

条

 
 
 

 
 

役

員

会

は

、

本

会

執

行

機

関

と

し

て

、

会

活

動

に

関

す

る

事

項

を

審

議

・

運

営

し

、

会

活

動

に

必

要

な

細

則

を

定

め

る

。

 

第

九

条

第

九

条

第

九

条

第

九

条

 
 
 

 
 

本

会

に

は

、

主

将

・

副

将

・

渉

外

・

会

計

・

自

転

車

競

技

部

門

主

務

・

自

転

車

旅

行

部

門

主

務

・

編

集

・

備

品

・

ト

レ

 

ー

ナ

ー

・

書

記

・

保

険

・

渉

内

の

役

員

を

置

く

。

ま

た

、

必

要

に

応

じ

て

日

本

学

生

自

転

車

競

技

連

盟

委

員

・

東

日

本

学

生

サ

イ

ク

リ

 

ン

グ

連

盟

明

治

学

院

大

学

理

事

・

同

副

理

事

の

役

員

を

置

き

、

役

員

会

を

構

成

す

る

。

 

第

十

条

第

十

条

第

十

条

第

十

条

 
 
 

 
 

右

役

員

の

ほ

か

に

役

員

会

が

必

要

と

認

め

た

場

合

、

総

会

の

議

決

に

よ

り

新

た

に

役

員

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

尚

、

 

権

利

・

義

務

は

前

条

の

役

員

と

同

等

と

す

る

。

 

第

十

一

条

第

十

一

条

第

十

一

条

第

十

一

条

 
 

 
 

両

部

門

を

通

じ

て

、

役

職

は

一

人

二

役

ま

で

兼

任

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

但

し

、

主

将

と

副

将

の

兼

任

及

び

自

転

車

競

 

技

主

務

と

自

転

車

旅

行

主

務

の

兼

任

は

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

第

十

二

条

第

十

二

条

第

十

二

条

第

十

二

条

 
 

 
 

役

員

の

交

代

は

原

則

と

し

て

役

員

会

の

任

命

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

但

し

役

員

会

に

於

い

て

最

善

と

思

わ

れ

る

方

法

が

 
 

あ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

は

な

い

。

 

第

十

三

条

第

十

三

条

第

十

三

条

第

十

三

条

 
 
 

役

員

の

任

期

は

１

年

間

と

し

、

原

則

と

し

て

毎

年

十

一

月

中

旬

を

め

ど

に

交

代

す

る

。

尚

、

役

員

の

再

任

は

こ

れ

を

妨

 

げ

な

い

。

 

第

十

四

条

第

十

四

条

第

十

四

条

第

十

四

条

 
 
 

主

将

は

、

本

会

を

代

表

す

る

最

高

責

任

者

と

し

て

本

会

全

て

の

会

務

を

総

括

す

る

。

 

第

十

五

条

第

十

五

条

第

十

五

条

第

十

五

条

 
 
 

副

将

は

、

主

将

を

補

佐

し

、

主

将

不

在

及

び

事

故

あ

る

場

合

は

、

そ

の

職

務

を

代

行

す

る

。

 

第

十

六

条

第

十

六

条

第

十

六

条

第

十

六

条

 
 
 

渉

外

は

、

愛

好

会

関

係

の

諸

事

務

を

行

う

。

 

第

十

七

条

第

十

七

条

第

十

七

条

第

十

七

条

 
 
 

会

計

は

、

別

条

に

定

め

た

全

て

の

会

計

職

務

を

総

括

す

る

。

 

第

十

八

条

第

十

八

条

第

十

八

条

第

十

八

条

 
 
 

自

転

車

競

技

部

門

主

務

は

、

自

転

車

競

技

部

門

の

試

合

及

び

練

習

を

企

画

・

実

行

す

る

。

 

第

十

九

条

第

十

九

条

第

十

九

条

第

十

九

条

 
 
 

自

転

車

旅

行

部

門

主

務

は

、

自

転

車

旅

行

部

門

の

合

宿

を

企

画

・

実

行

す

る

。

 



第

二

十

条

第

二

十

条

第

二

十

条

第

二

十

条

 
 
 

平

成

十

一

年

削

除

 

第

二

十

一

条

第

二

十

一

条

第

二

十

一

条

第

二

十

一

条

 
 

編

集

は

、

部

内

機

関

紙

を

発

行

す

る

。

ま

た

、

必

要

な

印

刷

物

を

主

将

の

許

可

に

基

づ

い

て

発

行

す

る

。

 

第

二

十

二

条

第

二

十

二

条

第

二

十

二

条

第

二

十

二

条

 
 

備

品

は

、

本

会

所

有

備

品

の

管

理

・

貸

し

出

し

の

一

切

を

行

う

。

ま

た

、

会

員

の

自

転

車

の

知

識

と

安

全

に

対

す

る

意

 

識

の

向

上

を

図

る

。

 

第

二

十

三

条

第

二

十

三

条

第

二

十

三

条

第

二

十

三

条

 
 

ト

レ

ー

ナ

ー

は

、

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

に

お

い

て

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

を

と

る

。

 

第

二

十

四

条

第

二

十

四

条

第

二

十

四

条

第

二

十

四

条

 
 

書

記

は

、

ミ

ー

テ

ィ

ン

グ

及

び

総

会

の

議

事

録

の

作

成

・

保

存

、

及

び

愛

好

会

へ

の

書

類

提

出

を

行

う

。

ま

た

、

主

将

 

の

指

示

に

従

い

、

合

宿

・

行

事

等

の

事

務

処

理

を

行

う

。

 

第

二

十

五

条

第

二

十

五

条

第

二

十

五

条

第

二

十

五

条

 
 

保

険

は

、

保

険

に

お

け

る

諸

事

務

を

行

う

。

 

第

二

十

六

条

第

二

十

六

条

第

二

十

六

条

第

二

十

六

条

 
 

渉

内

は

、

Ｏ

Ｂ

・

Ｏ

Ｇ

関

係

お

よ

び

公

式

コ

ン

パ

の

諸

事

務

を

行

う

。

 

第

二

十

七

条

第

二

十

七

条

第

二

十

七

条

第

二

十

七

条

 
 

役

員

会

は

、

役

員

の

要

請

が

あ

っ

た

場

合

、

も

し

く

は

全

会

員

の

四

分

の

一

の

要

請

が

あ

っ

た

場

合

、

主

将

が

召

集

し

 

開

か

れ

る

。

 

第

二

十

八

条

第

二

十

八

条

第

二

十

八

条

第

二

十

八

条

 
 

役

員

の

罷

免

は

、

役

員

が

職

務

を

怠

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

場

合

、

全

会

員

の

三

分

の

二

以

上

の

議

決

に

よ

っ

て

、

成

立

 
 

す

る

。

 

第

二

十

九

条

第

二

十

九

条

第

二

十

九

条

第

二

十

九

条

 
 

主

将

は

、

役

員

が

罷

免

さ

れ

た

場

合

、

た

だ

ち

に

役

員

会

を

招

集

し

、

役

員

全

員

一

致

の

決

議

で

十

日

以

内

に

新

た

 

な

役

員

を

任

命

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

但

し

、

主

将

が

罷

免

さ

れ

た

場

合

は

、

副

将

が

役

員

会

を

招

集

す

る

。

 

第

三

十

条

第

三

十

条

第

三

十

条

第

三

十

条

 
 
 

総

会

は

、

本

会

の

最

高

議

決

機

関

で

あ

り

、

そ

の

決

議

は

本

会

の

会

活

動

を

拘

束

す

る

。

 

第

三

十

一

条

第

三

十

一

条

第

三

十

一

条

第

三

十

一

条

 
 

主

将

は

、

春

季

・

秋

季

の

年

二

回

定

期

総

会

を

召

集

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

又

、

必

要

に

応

じ

任

意

に

臨

時

総

会

を

 

召

集

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

三

十

二

条

第

三

十

二

条

第

三

十

二

条

第

三

十

二

条

 
 

春

季

総

会

は

、

次

の

事

項

に

対

し

、

審

議

等

を

行

う

。

 



 

第

一

項

 
 

 

本

会

規

約

に

関

し

て

 

 
第

二

項

 
 

 

本

会

細

則

に

関

し

て

 

 

第

三

項

 
 

 

役

員

会

が

必

要

と

認

め

た

事

項

 

第

三

十

三

条

第

三

十

三

条

第

三

十

三

条

第

三

十

三

条
 
 

秋

季

総

会

は

、

次

の

事

項

に

対

し

、

審

議

等

を

行

う

。

 

 

第

一

項

 
 

 

当

期

会

計

報

告

 

 

第

二

項

 
 

 

当

期

総

括

 

 

第

三

項

 
 

 

次

期

役

員

任

命

 

 

第

四

項

 
 

 

次

期

基

調

方

針

 

 

第

五

項

 
 

 

役

員

会

が

必

要

と

認

め

た

事

項

 

第

三

十

四

条

第

三

十

四

条

第

三

十

四

条

第

三

十

四

条

    
    

臨

時

総

会

は

次

の

要

件

に

よ

っ

て

開

催

さ

れ

る

。

 

 

第

一

項

 
 

 

役

員

会

が

認

め

た

場

合

 

 

第

二

項

 
 

 

全

会

員

の

三

分

の

一

以

上

の

有

効

要

求

署

名

が

あ

っ

た

場

合

 

第

三

十

五

条

第

三

十

五

条

第

三

十

五

条

第

三

十

五

条

 
 

総

会

の

成

立

は

全

会

員

の

三

分

の

二

以

上

の

出

席

を

必

要

と

し

、

そ

の

議

決

に

は

出

席

者

全

員

の

過

半

数

の

承

認

を

必

 

要

と

す

る

。

 

第

三

十

六

条

第

三

十

六

条

第

三

十

六

条

第

三

十

六

条

 
 

総

会

に

於

け

る

議

長

は

、

副

将

が

こ

れ

を

務

め

議

事

運

営

に

関

す

る

一

切

の

責

務

を

負

う

。

 

第

三

十

七

条

第

三

十

七

条

第

三

十

七

条

第

三

十

七

条

 
 

総

会

に

欠

席

す

る

場

合

、

議

長

に

委

任

状

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

但

し

、

有

効

委

任

状

数

は

出

席

会

員

の

四

 

分

の

一

ま

で

と

す

る

。

 

第

三

十

八

条

第

三

十

八

条

第

三

十

八

条

第

三

十

八

条

 
 

総

会

は

開

催

日

よ

り

一

週

間

前

ま

で

に

全

会

員

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

但

し

、

主

将

が

必

要

と

認

め

た

場

合

 

は

、

こ

の

限

り

で

は

な

い

。

 



  
 

第

三

章

第

三

章

第

三

章

第

三

章

[[ [[

入

会

入

会

入

会

入

会

・・・・

休

会

休

会

休

会

休

会

・・・・

退

会

及

退

会

及

退

会

及

退

会

及

びびびび

移

籍

移

籍

移

籍

移

籍

]] ]]
 

＝＝＝＝

第

一

節

第

一

節

第

一

節

第

一

節    

入

会

入

会

入

会

入

会

＝＝＝＝ 

第

三

十

九

条

第

三

十

九

条

第

三

十

九

条

第

三

十

九

条
 
 

本

会

へ

の

入

会

は

随

時

役

員

会

が

受

け

付

け

、

役

員

会

の

承

認

を

得

た

後

、

入

会

金

を

納

入

し

て

正

式

に

会

員

と

し

て

 

認

め

ら

れ

る

。
 

＝＝＝＝

第

二

節

第

二

節

第

二

節

第

二

節    

休

会

休

会

休

会

休

会

＝＝＝＝ 

第

四

十

条

第

四

十

条

第

四

十

条

第

四

十

条

 
 
 

本

会

の

休

会

は

そ

の

会

員

が

休

会

届

を

役

員

会

に

提

出

し

、

こ

れ

が

受

理

さ

れ

た

と

き

、

成

立

す

る

。

但

し

、

休

会

中

 

の

会

費

は

納

入

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

四

十

一

条

第

四

十

一

条

第

四

十

一

条

第

四

十

一

条

 
 

休

会

し

て

い

た

会

員

の

復

帰

は

、

そ

の

会

員

が

そ

の

旨

を

役

員

会

に

提

出

し

、

こ

れ

が

受

理

さ

れ

た

と

き

成

立

す

る

。

 

＝＝＝＝

第

三

節

第

三

節

第

三

節

第

三

節    

退

会

退

会

退

会

退

会

＝＝＝＝ 

第

四

十

二

条

第

四

十

二

条

第

四

十

二

条

第

四

十

二

条

 
 

本

会

か

ら

の

退

会

は

以

下

の

要

件

を

も

っ

て

行

わ

れ

る

。

 

 

第

一

項

 
 

 

退

会

し

よ

う

と

す

る

会

員

が

退

会

届

を

役

員

会

に

提

出

し

、

こ

れ

が

受

理

さ

れ

た

場

合

 

 

第

二

項

 
 

 

役

員

会

に

お

い

て

除

名

決

議

が

な

さ

れ

た

場

合

 

第

四

十

三

条

第

四

十

三

条

第

四

十

三

条

第

四

十

三

条

 
 

役

員

会

の

除

名

決

議

は

以

下

の

要

件

を

も

っ

て

行

わ

れ

る

。

 

 

第

一

項

 
 

 

本

会

規

約

及

び

細

則

を

著

し

く

逸

脱

し

て

い

る

と

役

員

会

が

認

め

た

場

合

 

 

第

二

項

 
 

 

会

員

が

著

し

い

暴

力

事

件

等

刑

事

事

件

を

引

き

起

こ

し

た

場

合

 

 

第

三

項

 
 

 

種

々

の

事

由

に

よ

り

会

員

と

し

て

ふ

さ

わ

し

く

な

い

と

役

員

会

が

判

断

し

た

場

合

 

第

四

十

四

条

第

四

十

四

条

第

四

十

四

条

第

四

十

四

条

 
 

会

員

か

ら

の

除

名

発

議

は

全

会

員

の

八

分

の

一

以

上

が

同

様

の

事

由

を

明

記

し

署

名

の

上

、

役

員

会

に

提

出

し

な

け

れ

 

ば

な

ら

な

い

。

 



＝＝＝＝

第

四

節

第

四

節

第

四

節

第

四

節    

移

籍

移

籍

移

籍

移

籍

＝＝＝＝ 

第

四

十

五

条

第

四

十

五

条

第

四

十

五

条

第

四

十

五

条

 
 

自

己

の

所

属

す

る

部

門

か

ら

他

部

門

へ

の

移

籍

は

、

そ

の

会

員

が

そ

の

旨

を

、

主

将

及

び

自

己

の

所

属

す

る

部

門

の

主

 
務

、

移

籍

し

よ

う

と

す

る

部

門

の

主

務

に

提

出

し

、

こ

れ

が

受

理

さ

れ

た

と

き

成

立

す

る

。

 

  
 

第

四

章

第

四

章

第

四

章

第

四

章

[[ [[

会

計

会

計

会

計

会

計

]] ]]
    

第

四

十

六

条

第

四

十

六

条

第

四

十

六

条

第

四

十

六

条

 
 

本

会

の

会

計

年

度

は

、

役

員

交

代

時

か

ら

役

員

交

代

の

前

日

ま

で

と

す

る

。

 

第

四

十

七

条

第

四

十

七

条

第

四

十

七

条

第

四

十

七

条

 
 

本

会

の

会

計

は

、

入

会

金

、

会

費

、

課

外

活

動

費

、

保

証

人

援

助

金

、

そ

の

他

臨

時

収

入

を

こ

れ

に

あ

て

る

。

 

  
 

第

五

章

第

五

章

第

五

章

第

五

章

[[ [[

監

督

監

督

監

督

監

督

]] ]]
 

第

四

十

八

条

第

四

十

八

条

第

四

十

八

条

第

四

十

八

条

 
 

主

将

は

Ｏ

Ｂ

会

会

員

の

中

か

ら

自

転

車

競

技

部

門

の

監

督

選

出

を

Ｏ

Ｂ

会

会

長

に

依

頼

で

き

る

。

 

第

四

十

九

条

第

四

十

九

条

第

四

十

九

条

第

四

十

九

条

 
 

監

督

は

、

主

将

の

補

助

機

関

で

あ

り

、

自

転

車

競

技

部

門

の

強

化

・

充

実

の

た

め

、

主

将

に

助

言

し

、

補

佐

す

る

。

 

  
 

第

六

章

第

六

章

第

六

章

第

六

章

[[ [[

補

則

補

則

補

則

補

則

]] ]]
    

第

五

十

条

第

五

十

条

第

五

十

条

第

五

十

条

 
 
 

本

会

規

約

を

改

正

、

補

足

す

る

に

は

、

役

員

会

、

又

は

全

会

員

の

三

分

の

一

以

上

の

連

名

に

よ

っ

て

起

草

し

、

総

会

の

 

三

分

の

二

以

上

の

決

議

に

よ

り

成

立

す

る

。

 

第

五

十

一

条

第

五

十

一

条

第

五

十

一

条

第

五

十

一

条

    
    

本

規

約

に

関

し

、

疑

義

を

生

じ

た

場

合

、

解

釈

決

定

は

役

員

会

が

行

う

。

 

第

五

十

二

条

第

五

十

二

条

第

五

十

二

条

第

五

十

二

条

 
 

本

改

正

規

約

は

、

平

成

二

十

二

年

十

一

月

十

七

日

よ

り

施

行

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
[

五

十

二

代

執

行

部

]
 


